
 

 

 

 

 

 

 

県営土地改良事業計画変更概要書 
 

 

ほ場整備事業 野村地区 



 

 

 

県営土地改良事業（ほ場整備事業・野村地区）変更計画概要書 

 

 

１． 変更の概要 

                       *事業実施後の農地面積 

 

２． 変更の理由 

（１） 施行地域の変更 

全体計画区域 9.3ha→9.1ha（Ａ＝0.2haの減） 

（事業実施後の農地面積 7.8ha→7.5ha（Ａ＝0.3haの減）） 

       地権者からの離脱申し出による計画区域の減。 

 

（２） 事業費の変更（130,000千円の増） 

次の理由に伴い、事業費が増加した。 

① 物価変動に伴う自然増。 

② ICT・週休２日による工事費増。 

③ 暗渠排水工追加による工事費増。 

④ 河川協議による設計の見直しによる測量試験費増。 

⑤ 電柱移転に係る支障電線路の追加による用地買収及び補償費増。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工種 変更前 

(千円) 

変更後 

(千円) 

増減 

(千円) 

純工事費 

区画整理工 

 

A=7.8ha* 

 

179,000 

 

A=7.5ha* 

 

289,000 

 

A=△0.3ha 

 

110,000 

測量試験費  16,000  21,000  5,000 

用地買収及 

び補償費 
 18,500  33,500  15,000 

換地費  26,500  26,500  － 

小計  240,000  370,000  130,000 

事務費  12,000  18,500  6,500 

合計  252,000  388,500  136,500 



 

３. 事業計画変更概要 

 

第１章 目的 

 当地区において、7.5haの水田を対象に区画整理を行い、担い手への農用地利用集積による

経営規模拡大を促進し、収益性の向上と農業経営の近代化、安定化を図ることを目的とする。 

 

第２章 地域の所在及び現況 

  １ 地域の所在 

    愛媛県西予市野村町野村、阿下 

  ２ 当該土地改良事業施行にかかる地域の現況 

（１） 土地現況 

 当地区は、西予市東部の野村町に位置し、町内中心部を1級河川肱川が流下し、

周囲を山に挟まれた標高約120ｍの水田地帯である。 

（２） 気象 

 当地区の気象は、高原特有の気候で日較差や年較差が大きく、平均気温は15℃で、

平均雨量は1,900mmである。 

（３） 水利状況 

当地区内では、一級河川肱川に流れ込む小河川を用水源として利用しており、水

量は豊富であるが、用水系統が複雑で用水管理に労力を費やしている状況である。 

（４） 営農状況 

当地区は、1戸当たりの経営規模が17a程度の小規模農家が多く、稲作を中心に

WCS、飼料作物、野菜等を栽培している。 

（５） 地域環境の概況 

過疎化に伴う農業従事者の減少や高齢化の進行による担い手不足が深刻化し、生

産活動や集落機能の低下が懸念される中、中山間地域等直接支払制度などを活用し、

非農家も含めた地域住民自ら農地や農業用水路等、地域資源の保全に努めている。 

 

第３章 基本計画 

  区画は、20a以上の農地に整備することを基本とし、用排水路はコンクリート二次製品で

整備し、乾田化を図るための暗渠排水を計画する。 

また本地区は、環境配慮区域及び環境創造区域に該当し、保全対象生物のトノサマガエル

の生息が確認されたため、非かんがい期に工事を行うなど十分配慮し、周辺環境への影響の

軽減を図る。 

 

第４章 工事の要領 

  １ 工事概要(予定) 

     区画整理工 7.5ha 

  ２ 施設の維持管理 

     事業完了後は、西予市野村地区圃場整備委員会において管理を行う。 

 

第５章 換地計画の要領 

  計画区域内関係者で換地委員を選出し業務に当たることとしている。 

  概要等は別紙のとおり 



 

 

第６章 費用の概算 

  事業費          ３７０，０００千円 

  事務費           １８，５００千円 

 

 

第７章 効用 

  事業実施により、計画的な水管理や田畑輪換による増収や高収益作物の作付面積増加によ

る作物生産効果、区画の拡大や農道整備による営農経費節減効果、維持管理費節減効果、耕

作放棄防止効果や国産農産物安定供給効果など事業投資に見合う効用が発生するものと見込

まれる。 

 

第８章 他の事業との関係 

  特になし。 

 

第９章 計画概要図 

別添のとおり   



 

別紙 
 

換地計画の要領 

 

１ 換地計画樹立の必要性 

   当地区の農地は、１枚１枚が小さく、個々の所有地が分散しているうえ、農道や用排

水路も老朽化が著しいため、作業効率が悪く、維持管理費の増大を招く等、担い手へ

の負担が大きいことから農地利用集積の妨げとなっている。 

   このため、ほ場整備を実施し、農地を整形することにより作業効率を向上させるとと

もに、分散した農地を集約し、担い手への農用地利用集積を促進するため、換地計画

を樹立する。 

 

２ 換地計画樹立の基本方針 

 (1) 従前の土地の地積の基準 

   換地交付の基準とする従前の土地の地積は、航空写真による実測地積とする。 

但し、上記の日から１ヶ月以内に測量士、測量士補又は土地家屋調査士の測量した実

測図及び隣接所有者の同意書を添付して申し出があった場合は、その申し出のあった

地積とする。 

 

 (2) 農地集団化の方法 
 区  分  

 

換地区  

地帯別､グループ別 

団 地 の 設 定 

個 人 別 換 地 の 方 法 

位 置 選 択 1戸当りの目標団地数  区画畦畔の取扱い  

野村 地目別集団化 

各人の従前の土

地が最も密集し

た位置を中心に

定める。 

１～２団地 固定畦畔 

 

 (3) 非農用地の換地方針 
 区  分  

 

換地区  

種 類 

非 農 用 地 区 域 

 

の 位 置 の 概 略 

面 積 

 

(単位:㎡ ) 

換 地 手 法 

換地取得 

 

予 定 者 

野村 なし     

 

 (4) 清算の方法 

  1) 土地評価 標準地比準評価方式 

  2) 土地価格 近傍類似の買収価格を参考とする 

  3) 清算方法 比例地積清算方式 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

３ 国有地等の編入承認に係る地積                  (単位:ha) 
 区 分 

 

用 途 

機 能 交 換 に 係 る 土 地 一 般 

 

国有地 

合   計 

 

国有地 県有地 市町有地等  計 

道路 ― ― 0.2 0.2 ― 0.2 

水路 ― ― 0.1 0.1 ― 0.1 

       

 計 ―   ― 0.3 0.3   ― 0.3  

 



の む ら

愛媛県 野村地区 計画一般図

野村地区

縮尺1：25,000

西予市

農地中間管理機構関連農地整備事業(ほ場整備事業)

凡    例

国道

主要地方道

一般県道

市　　道

受益地

事 業 量 事 業 費

事 業 概 要

受益面積 7.5ha

主
要
工
事

　区画整理工　 　7.5ｈａ
　　整地工　　　　 7.5ｈａ
　　道路工　　　　 1.5km
　　用水路工　　　1.6km
　　排水路工　　　1.4km
　　暗渠排水工　 5.6ha

１式 370,000千円

関連事業 －

事業主体 愛 媛 県



 

県営土地改良事業（ほ場整備事業・野村地区）における 

事業費等の負担区分の予定及び地元負担の予定基準 

 

１ 事業費の負担区分の予定（（ ）は変更前金額） 

国庫補助金             ２３１，２５０千円（１５０，０００千円） 

県費負担金             １０１，７５０千円（ ６６，０００千円） 

地元負担金              ３７，０００千円（ ２４，０００千円） 

計               ３７０，０００千円（２４０，０００千円） 

 

２ 事務費の負担区分の予定（（ ）は変更前金額） 

県費負担金              １８，５００千円（ １２，０００千円） 

地元負担金                   ０千円（      ０千円） 

計                １８，５００千円（ １２，０００千円） 

 

３ 地元負担金の予定基準 

  内訳 

負 担 者 

工   種 

西予市分 

西予市（変更前金額） 受益者（変更前金額） 

ほ場整備事業（事業費） 
（２４，０００千円） 

  ３７，０００千円 

（－千円） 

      －千円 

ほ場整備事業（事務費） 
（０千円） 

      ０千円 

（－千円） 

－千円  

計 
（２４，０００千円） 

３７，０００千円  

（－千円） 

－千円  

（備考） 

※地元負担金は１と２の合計額 

※受益者の負担金は無い 

 

４ 特別徴収金 

この事業の施行に係る地域内の土地につき土地改良法（以下「法」という）第 91 条

の２第６項各号（同項第１号の規定を農業経営基盤強化促進法第 22 条の６第１項の規定

により読み替えて適用する場合を含む）のいずれかに該当する者は、当該事業に係る法第

87 条の３第７項において準用する法第 87 条第５項の規定による土地改良事業計画の公告

があった日から、工事の完了につき法第 113 条の３第３項の規定による公告があった日

（その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日）の属する年度の翌

年度（その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度）の初日

以後８年を経過する日までの間に、法第 91 条の２第６項各号に定める場合に該当するこ

ととなったときは、同条の規定により特別徴収金を徴収する。ただし、農業経営基盤強化

促進法第 22 条の 6 第１項の規定により読み替えて適用する法第 91 条の２第６項第１号の



 

農業経営等の委託をした者は、当該委託を解除したことにより同号ハに揚げる場合に該当

することとなる場合であって、引き続き当該委託の解除に係る土地について農地中間管理

事業の推進に関する法律第２条第５項に規定する農地中間管理権を設定した場合において、

当該土地改良事業計画の作成に法第 87 条の３第７項において準用する法第 87 条第５項の

規定による公告があった日から、当該農地中間管理権の存続する期間の終期までの期間が

15年以上であるときは、この限りでない。 

 


